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８ 海野 庄三（１５） １．官民協働の時代を迎えた中での市職員のまちづくり地区担

当班の位置づけと役割について 

日本は、人口減少社会に突入したことで、地方公共団体に

も安上がりで効率的な政府を意味するチープ・ガバメントの

地方版への取組が求められている。これはまた「官民協働の

時代を迎え、新たな公共づくり」という表現にも置き換えら

れよう。 

こうした中、小長井市長は、地区単位のまちづくりの拠点

施設であるまちづくりセンターの管理・運営にも指定管理者

制度を導入、その受け皿はまちづくり協議会とし、モデル地

区を指定して2021年（令和３年）（注１）４月にスタートを目

指す方針を打ち出している。 

導入目的の要諦は、持続可能な地域づくりとしているが、

「官民協働の時代を迎え、新たな公共づくり」、そうした狙い

もあるのではないか。 

この判断をもって、以下、官民協働の時代を迎え、新たな

公共づくり構築に向けての機能発揮が期待される市職員のま

ちづくり地区担当班（以下、「地区担当班」という。）の位置

づけと役割について３点を質問、回答を願いたい。 

(1) 地区担当班は、富士市が全国に誇るすばらしい市職員の

活動制度であるものの、条例や規則による設置ではなく、

その位置づけは、あくまでボランティアで、役割は自主的

な地域貢献活動とされているが、市民部まちづくり課が作

成、市職員に配付している「まちづくりハンドブック」に

は位置づけや役割が明記されている。 

まず、地区担当班の成り立ちについて「1984年（昭和59

年）４月、第三次富士市総合計画の地区別計画づくりに当

たる市民会議（後に「まちづくり推進会議」に発展）が発

足した際、計画づくりの援助や地区住民と行政を結ぶパイ

プ役として地区担当班が編成された」と記されている。 

また、職員の立ち位置について「市役所は『市民のお役

に立つ所であり、最大のサービス産業』であるため、市役

所職員が業務として地域貢献を行うことは、果たすべき当

然の役割」と記され、さらに「基本的にはボランティア活

動」としながらも「勤務時間内に打合せや準備などを行う

場合は班長からの報告に基づき職免に…」とも記されてい

る。 

この、まちづくりハンドブックは、どのような手法で市

職員に配付しているのか。また、機能を生かすために職員

研修などで取り上げて解説、地区担当班の位置づけと役割

の熟知を願って活動実践を求めるような試みはなされてい

るのか。 

(2) 地区担当班への加入率や、その地区別加入率などを調べ、

市職員全体に公表したことがあるのか。 

(3) 個人的な見聞の範囲となるが、地区担当班と地区との関
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８ 海野 庄三（１５） わりや、その活動には軽重の差があると言わざるを得ない。

まちづくり協議会とのコミュニケーション不足も一因と言

えるが、活動の底上げを図っての均等な官民協働に向け、

市職員参画の中で地区担当班の活動指針を作成する考えは

ないか。 

２．ＩＣＴ社会を迎えた中での高齢者を守る消費生活センター

の機能強化について 

日本では、2000年（平成12年）11月にＩＴ基本法（高度情

報通信ネットワーク社会形成基本法）が制定され、以後、パ

ソコンに続くスマートフォンやタブレット端末などの普及と

ソーシャルメディアやクラウドなどの利用によって本格的な

ＩＣＴ社会を迎え、ワークスタイルのみならずライフスタイ

ルにも大きな変化をもたらしている。 

しかし、ＩＣＴ社会は私たちの生活の利便性の向上に結び

つく一方、弊害も指摘され、ＩＣＴ機器に不慣れな高齢者を

中心とした消費者トラブルも、その一つである。 

本格的なＩＣＴ社会を迎えた中、増加の一途をたどる通信

販売などの消費者被害を防ぐためには消費生活センターの機

能強化が必要ではないかのスタンスから、以下、２点を質問、

回答を願いたい。 

(1) 2012年（平成24年）12月施行の消費者教育推進法（正式

名称は「消費者教育の推進に関する法律」）を受けた形で富

士市では富士市消費者教育推進計画を策定。これを第１次

計画とし、現在は、2019年度（令和元年度）から2022年度

（令和４年度）までの４年間を期間とする第２次計画に取

り組んでいる。 

第２次計画では、第１次計画から引き続き、「中学生に対

する消費者教育の推進」、「増加する高齢者被害への対策強

化」、「消費生活センターの拠点としての役割強化」の３点

を重点目標としている。 

そのうち、中学生に対する消費者教育の推進では、市民

安全課と消費生活相談員がチームを組んでＩＣＴ社会の弊

害とも言える激増する通信販売などネットトラブルへの注

意点も盛り込んだ消費者啓発講座を各校を巡回して開いて

いるものの、増加する高齢者被害への対策強化については、

このままでいいのかとの疑問を抱かざるを得ない。 

具体的には、中学生に向けての消費者啓発講座の開催回

数がほぼ目標数値を達成しているのに対し、高齢者に向け

ての開催回数は目標数値の未達成が続いている。 

老人クラブである悠容クラブとの連携のみならず各地区

の福祉推進会などとも連携を図って、ターゲットになりや

すい高齢者に向けての講座開催の強化を図る制度設計が必

要ではないか。 

(2) 富士市は、深刻な消費者被害を防ぐとともに消費者トラ

ブルの解消を図るために市民安全課内に消費生活センター
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８ 海野 庄三（１５） を開設。資格を有する消費生活相談員を４人配置している

が、持ち込まれる相談件数は2017年度（平成29年度）に2000

件を突破。2018年度（平成30年度）の相談件数は2066件を

数えている。 

こうした膨大な相談業務に対応しながら、市民安全課と

消費生活相談員がチームを組んでの消費者啓発講座を強化

していくには人員体制の強化も必要ではないか。 

（注１）公文書の年表記に関する規則（平成６年３月31日・

規則３号）では、「原則として元号を用いるものとす

る」とされているが、本稿は元号が「昭和」「平成」

「令和」と三つの時代にわたることから時代推移を

容易に把握するために西暦と和暦の併記を採用し

た。 
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